
◆ご相談は… 

消費者ホットライン 局番なし☎188（お近くの消費生活センターにつながります） 

青森県消費生活センター  ☎017-722-3343（土日祝も相談受付中！） 

消費生活
サポーター
通信 

こんな相談がありました 
訴訟？裁判！？ 

公的機関から突然ハガキが届いた！ 
～架空請求 その１～ 

 これは架空請求のハガキで、公的機関のような名前をかたり不特
定多数に送り付けられたものです。覚えのない請求に対して、記載
されている問い合わせ先に電話をしてはいけません。言葉巧みに誘
導され、個人情報を取得されたり、金銭被害に遭ってしまうおそれ
があります。どう対処すればいいかわからないと思ったら、すぐに
消費生活センターに相談しましょう。 
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 「訴訟最終告知のお知らせ」
というハガキが届いた。「契
約不履行により訴状が提出さ
れた。連絡しなければ給料や不
動産を差し押さえる」というも
のだった。内容には全く心当
たりがなかったが、送り主も
公的機関のようなので、ハガ
キ記載の問合せ窓口に電話を
したほうがいいだろうか？ 

事例 

アドバイス 

送られてきたハガキです
（一部加工しています） 


